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第3章　政策体系

（1）まちづくりの方針（基本政策）
望ましい将来像の実現に向け、次の方針に従ってまちづくりを進めます。

　①都市機能の充実したまちづくり
一体的な都市としての住民生活の向上とさらなる発展を図っていくた
め、まちづくりの拠点となる公共施設や道路網、公共交通網などの都市
基盤の充実や都市機能の整備を進めます。

　②心豊かで文化のかおるまちづくり
「まちづくりは人づくり」の信念のもと、教育環境の整備充実を図り、
児童・生徒の健全な育成を推進します。
また、市民一人ひとりが生涯にわたり学習活動等に参加できる環境を整
えることにより、豊かな歴史と伝統を後世に伝え、充実した地域文化の
発展を目指します。

　③健やかで心ふれあうまちづくり
少子高齢化や核家族化の進行などの社会情勢の変化に対応し、きめ細か
な福祉行政を推進するとともに、地域の医療機関との連携を図る中で住
民の健康づくりを推進します。
また、福祉・保健・医療が一体となった効果的・効率的なサービスの充
実を図ります。

　④活気にあふれるまちづくり
市民生活の安定と向上を図るため、各種産業の振興を通し活力と活気に
あふれるまちづくりを推進します。
また、地域特性を踏まえた新たな地域産業を興し、経済の活性化を図ります。

　⑤安全で快適に暮らせるまちづくり
快適で潤いのある生活環境を整備するとともに、計画的で秩序のある土
地利用を進めます。
また、地震など大規模災害に備え、いざというときの対応ができる安全
なまちづくりを進めます。

　⑥住みよさをみんなで築くまちづくり
市民の自治意識の高揚を図りながら、コミュニティ活動の活性化を促進
し、行政と市民が一丸となったまちづくりを進めます。
また、行政運営の効率化を進めるとともに、質の高い行政サービスの提
供を図ります。
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（2）政策体系
今後、甲斐市が進める政策等には、「基本政策」、「政策」、「施策」および「主
要事業」があります。
これらは、望ましい将来像を実現するためのさまざまな方策のまとまり
であり、基本政策を頂点とする階層状の構造をなすものとなっています。

　①基本政策
まちづくりの最も基本的な方策を示します。
この計画においては、まちづくりの方針に掲げた六つの方針を基本政策
とします。

　②政策
基本政策の実現を目的とする行政活動のまとまりを示します。
この計画においては、基本政策ごとに設定した分野別まちづくりの方向
（後述）を政策とします。

　③施策
政策を実現するための具体的な方策や対策を示すとともに、主要事業の
まとまりを示します。

　④主要事業
施策を実現するための事業のうち主なものを示します。

（3）施策大綱
施策大綱は、基本政策ごとに分野別まちづくりの方向を示す政策を掲げ、
その下に主要事業に連なる施策群を整理したものです。
政策（分野別まちづくりの方向）は、市全体の望ましい将来像を分野別
に具体化したものとなっています。
なお、主要事業の内容については、基本計画において取り扱うこととします。

将来像

基本政策基本政策

政　策

施　策

主要事業

政　策

施　策

主要事業

その他の事業

まちづくりの基本的な方針

まちづくりの方針の実現を目的とする
行政活動のまとまり

政策を実現するための
具体的方策や対策

施策を実現するための行政手段としての
個々の主だった事業
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基本政策 I 都市機能の充実したまちづくり

政策1　美しく風格のある街並みに彩られたまちづくり
市街地においても自然景観地域においても良好な景観形成を進め、
潤いのある豊かな生活環境を創造します。
［施策］
■良好な景観の保全・形成
■街並み景観の整備

政策2　拠点を中心に高度な都市機能が備わるまちづくり
甲府盆地の新たな発展をリードする都市にふさわしい都市基盤の
整備を進めるとともに、都市機能の充実を図ります。
［施策］
■拠点となる地域の整備
■幹線道路の整備促進
■市街地整備の推進

政策3　自動車への過度の依存がなく過ごせるまちづくり
マイカーに依存した交通体系を見直し、自分で自動車が運転でき
ない人や自動車を保有していない人でも移動が容易になるように
します。
［施策］
■公共交通機関等の整備
■公共交通機関の利用促進

政策4　だれもが利用しやすい「やさしい道」があるまちづくり
人にやさしい道を目指し、生活道路などの利用環境や安全性を高
めます。
［施策］
■生活道路の整備・改良
■歩道の整備
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基本政策 II 心豊かで文化のかおるまちづくり

政策1　学習やスポーツを通じ生きがいが持てるまちづくり
趣味や実益だけでなく、自己実現を通し、生きがいを感じること
ができる生涯学習や生涯スポーツを振興します。
［施策］
■生涯学習の推進
■生涯スポーツの推進　

政策2　豊かな人格と確かな学力を育むまちづくり
幼児や児童、生徒の健全な人格形成を図るとともに、適正な学力
を身につけることができる教育環境を整えます。
［施策］
■幼児教育の充実
■学校教育の充実
■青少年の健全育成

政策3　歴史や個性を活かし地域文化を創造するまちづくり
歴史・文化資源を適切に保全しつつ、個性ある地域文化を活かし
たまちづくりを進めます。
［施策］
■芸術文化の振興
■文化遺産の保護・活用

政策4　世界の人々と歓びを分け合えるまちづくり
世界の人々との交流を活発に行うとともに、在住外国人のまちづ
くりへの参画を促進します。
［施策］
■国際交流の推進
■在住外国人の社会支援の推進
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基本政策 III 健やかで心ふれあうまちづくり

政策1　みんなで支え合い福祉の心を築くまちづくり
世代や生活環境、障害の有無などにかかわらず、互いに助け合い
補い合っていくことができる社会のシステムを構築します。
［施策］
■地域福祉の推進
■障害者福祉の推進
■生活保障・自立支援の推進

政策2　いつまでも自分らしく生きられるまちづくり
年をとっても尊厳を失うことなく、不安の少ない環境で自分らし
く生きることができるようにします。
［施策］
■高齢者福祉の推進
■介護保険制度の充実

政策3　安心して子育てができるまちづくり
男性を含めた働き方の見直しや子育て環境の充実などを進め、安
心して子どもを生み育てることができる環境を整えます。
［施策］
■次世代育成支援対策の充実
■児童福祉の推進

政策4　健康的に暮らしていけるまちづくり
市民の健康づくりを進めるとともに、病気やけがをしたときの保
健医療体制の充実を図ります。
［施策］
■自らの健康づくりの推進
■医療体制の充実
■国民健康保険制度等の充実
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基本政策 IV 活気にあふれるまちづくり

政策1　時代に即した産業が地域経済をリードするまちづくり
新しい時代の甲斐市の経済をリードする産業を育成するとともに、
既存産業や商店街などの活性化や再生を進めます。
［施策］
■観光産業の振興
■サービス産業の振興
■商店街の活性化
■創業・起業支援対策
■既存産業の経営革新等の支援

政策2　産業間・産学官の連携が活発に行われるまちづくり
農林業や工業、商業といった産業間の垣根を超えた連携や交流を
活性化します。
また、産業界と学術研究機関や行政との連携による生産物やサー
ビスの付加価値 22の向上を図ります。
［施策］
■産業間連携の推進
■産学官連携の推進

政策3　多様な担い手による活力ある農林業が展開されるまちづくり
農林業の担い手を育成するとともに、農地の流動化を進め、活力
ある農業・農村づくりを進めます。また、都市農山村交流による
農林業の活性化を進めます。
［施策］
■農業施設整備の促進
■農業の担い手育成
■農地の流動化の促進
■農林業基盤整備の促進
■都市農山村交流の推進

政策4　知縁ネットワーク 23を活かし魅力ある企業を導入するまちづくり
市民の持つ多様な人的ネットワークを活かし、付加価値の高い商
工業の導入を推進します。
［施策］
■商業機能の立地促進
■工業機能の立地促進

22付加価値

企業などが、事業活動を通じ
て新たに生み出す価値のこと
を言います。

23知縁ネットワーク

同じ趣味や同じ関心を持つな
ど、知的好奇心で結びついた
人的ネットワークのことを言い
ます。
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基本政策 V 安全で快適に暮らせるまちづくり

政策1　まさか（大規模災害や事件・事故など）の不安が少ないまちづくり
いつ起こるか分からない大災害への備えを万全に行うとともに、
犯罪や事故などを減らし、不安なく過ごせるようにします。
［施策］
■防災・減災対策の推進
■防犯体制の整備
■交通安全の推進
■治山・治水対策の推進
■雨水処理対策の推進

政策2　潤いのある水と緑に囲まれたまちづくり
水や花、緑に親しみ、憩うことにより豊かな自然環境を身近で楽
しむことができる環境を整えます。
［施策］
■緑化の推進
■公園整備の推進

政策3　快適な生活環境があるまちづくり
身の回りの生活環境の整備を進め、住まいや地域の快適性を高め
ます。
［施策］
■上水道等の整備
■生活排水処理の充実
■ごみ・し尿処理施設の充実
■循環型社会の確立
■生活環境の保全
■優良宅地等の供給促進
■公営住宅の整備
■新たなエネルギーの普及

政策4　豊かな自然環境と都市の便利さが共存するまちづくり
自然環境と都市機能の共存を可能とする適切な都市計画と土地利
用を進めます。
［施策］
■自然保護・自然環境の保全
■秩序のある都市計画の推進
■適正な土地利用の推進
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基本政策 VI 住みよさをみんなで築くまちづくり

政策1　効率的に行政が運営されているまちづくり
行政運営の効率性や効果を評価するシステムを導入するとともに、
評価に基づく適切な行政改革を進めます。
［施策］
■行政改革の推進
■行政評価システムの導入

政策2　親切・丁寧で分かりやすい行政サービスが提供されるまちづくり
高度化・多様化する住民ニーズに応えることができる行政体制を
整備し、きめの細かいサービスを提供します。
［施策］
■行政庁舎における窓口対応の充実
■市民からの相談・苦情への的確な対応
■情報化の推進
■庁舎整備の推進

政策3　市民との協働・共創が進むまちづくり
だれもが行政活動に参画しやすい環境を整備し、市民との協働を
進めます。
［施策］
■行政活動への住民参画の促進
■広聴広報・情報公開の充実
■自治組織の活性化
■地域コミュニティの活性化

政策1　新たな郷土愛を育み一体感が実感できるまちづくり
市民が甲斐市の一体感を感じることができるよう、全市的なイベ
ントを企画開催するとともに、地域ブランド戦略によるまちづく
りを進めます。
［施策］
■地域ブランドの確立
■全市的イベントの企画・開催

基本政策 その他（全基本政策共通）
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（4）重点分野
各基本政策の中に掲げた政策のうち、望ましい将来像の実現に向け寄与
度・貢献度が高いと思われる分野を重点分野として特定しました。
重点分野とした項目は、市の財源がますます厳しさを増す中にあっても
なお、優先的に推進・展開していくことが求められる政策領域です。

都市機能分野：拠点を中心に高度な都市機能が備わるまちづくり

教育文化分野：学習やスポーツを通じ生きがいが持てるまちづくり

福祉保健分野：みんなで支え合い福祉の心を築くまちづくり

産業振興分野：時代に即した産業が地域経済をリードするまちづくり

安全快適分野：まさかの不安が少ないまちづくり

行政情報分野：市民との協働・共創が進むまちづくり

その他の分野：新たな郷土愛を育み一体感が実感できるまちづくり

新たな郷土愛を育み
一体感が実感できるまち

拠点を中心に
高度な都市機能が
備わるまち

学習やスポーツを通じ
生きがいが持てるまち

みんなで支え合い
福祉の心を築くまち

時代に即した産業が
地域経済をリードするまち

まさかの不安が
少ないまち

市民との協働・共創が
進むまち

新たな郷土愛を育み
一体感が実感できるまち

拠点を中心に
高度な都市機能が
備わるまち

学習やスポーツを通じ
生きがいが持てるまち

みんなで支え合い
福祉の心を築くまち

時代に即した産業が
地域経済をリードするまち

まさかの不安が
少ないまち

市民との協働・共創が
進むまち

緑と活力あふれる
生活快適都市
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